
食の安全情報の共有化を目指して

～地域の指導者育成講習会（埼玉）～

議 事 次 第

１．日 時： 平成１９年２月９日（金） １０：００～１６：３０

２．場 所： さいたま新都心合同庁舎２号館 共用大研修室５Ａ

（埼玉県さいたま市中央区新都心２－１）

３．主 催： 食品安全委員会、埼玉県、さいたま市、

(独)農林水産消費技術センター本部

４．議 事

＜第１部＞１０：００～１２：００

（１）開会挨拶

(独)農林水産消費技術センター本部

（２）オリエンテーション

内閣府食品安全委員会事務局

（３）講演Ⅰ

「食品の安全性と信頼の確保」

内閣府食品安全委員会事務局

リスクコミュニケーション官 永田 明

（４）講演Ⅱ

「客観的な食品表示とは」

（独）農林水産消費技術センター本部

主任調査官 新宅 光一

（５）質疑応答

１２：００～１３：００ 休憩 （６０分間）

＜第２部＞１３：００～１６：３ ０

（６）演習

「効果的な意見交換会を進めるために関係者が心得ることは何か」

［コーディネーター］順天堂大学医学部

医学博士 堀口 逸子 氏

（６）閉会挨拶

埼玉県


